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L1津波壁立計算結果【渡島・胆振総合振興局管内】

市町村境界・海岸区分

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」
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L1津波 壁立計算結果【渡島総合振興局管内：森町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

2.35m

【10】【09】 【11】

沼尻漁港

砂原漁港
掛澗漁港

森港
鷲ノ木漁港

蛯谷漁港

石倉漁港

落部(栄浜)漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

【地域海岸区分：10】

1960年チリ地震津波による、
石倉漁港西側の海岸２．4mを設計津波水位とする。

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

森町

八雲町
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L1津波 壁立計算結果【渡島総合振興局管内：八雲町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域【11】【10】

落部(栄浜)漁港

落部漁港

落部(東野)漁港

山越漁港

八雲漁港

八雲(山崎)漁港

黒岩漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

【地域海岸区分：1１】

1960年チリ地震津波による、
国縫漁港南側、東側海岸の3.0ｍを設計津波水位とする。

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

八雲町

森町
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L1津波 壁立計算結果【渡島総合振興局管内：長万部町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

【11】

2.95m

黒岩漁港

国縫漁港

大中漁港

長万部漁港

静狩漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

【地域海岸区分：1１】

1960年チリ地震津波による、
国縫漁港南側、東側海岸の3.0ｍを設計津波水位とする。

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

八
雲
町

長万部町

豊浦
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L1津波壁立計算結果【胆振総合振興局管内：豊浦町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

【11】 【12】

礼文漁港

大岸漁港
豊浦漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

【地域海岸区分：1２】

1960年チリ地震津波による、
虻田（大磯）漁港東側海岸の２．7ｍを設計津波水位とする。

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

豊浦町

長万部
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L1津波壁立計算結果【胆振総合振興局管内：洞爺湖町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

2.68m

【12】

虻田漁港(大磯)

虻田漁港

有珠漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

【地域海岸区分：1２】

1960年チリ地震津波による、
虻田（大磯）漁港東側海岸の２．7ｍを設計津波水位とする。

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

洞爺湖町

豊
浦
町

伊
達
市
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L1津波壁立計算結果【胆振総合振興局管内：伊達市】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域【12】

有珠漁港

伊達漁港

黄金漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

【地域海岸区分：1２】

1960年チリ地震津波による、
虻田（大磯）漁港東側海岸の２．7ｍを設計津波水位とする。

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

洞
爺
湖
町

伊達市

室
蘭
市
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L1津波壁立計算結果【胆振総合振興局管内】

市町村境界・海岸区分
港湾区域
漁港区域

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」
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L1津波壁立計算結果【胆振総合振興局管内：室蘭市】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

港外
2.00m

【12】

【13】

【14】

追直漁港

室蘭港

イタンキ漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

【地域海岸区分：1３】

三陸沖北部の地震津波による、
追直漁港西側港外の２．０ｍを
設計津波水位と
する。

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

伊達市
室蘭市
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L1津波壁立計算結果【胆振総合振興局管内：登別市】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

2.34m

【14】 【15】

鷲別漁港

富浦漁港

登別漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

【地域海岸区分：14】

三陸沖北部の地震津波による、
富浦漁港西側海岸の２．４ｍを設計津波水位とする。

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

登別市

白老町

室蘭市
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L1津波壁立計算結果【胆振総合振興局管内：白老町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

2.05m

【15】【14】 【16】

白老港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

【地域海岸区分：15】

三陸沖北部の地震津波による、
白老港西側海岸の２．１ｍを設計津波水位とする。

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

登
別
市

白老町
苫
小
牧
市
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L1津波壁立計算結果【胆振総合振興局管内：苫小牧市】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

2.59m

【16】【15】 【17】

苫小牧港（西港）

苫小牧港（東港）

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

【地域海岸区分：16】

三陸沖北部の地震津波による、
苫小牧港マリーナの西側海岸の２．6ｍを設計津波水位とする。

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

苫小牧市

白
老
町

厚
真
町
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L1津波壁立計算結果【胆振総合振興局管内：厚真町・むかわ町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

2.68m

3.66m

【16】 【18】【17】 【19】

鵡川漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

【地域海岸区分：17】

三陸沖北部の地震津波による、
むかわ町境界西側の２．7ｍを設計津波水位とする。

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：18】

三陸沖北部の地震津波による、
むかわ町西部の３．7ｍを設計津波
水位とする。

厚真町
苫
小
牧
市

日
高
町

むかわ町


